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４月連絡委員幹事会 会議録 

※会議議題関係部分のみ記録 

 

日 時：令和５年４月１０日（月）１３時５０分～ 

場 所：市役所２階 会議室１ 

出席者：連絡委員正副幹事１２名 

   ：事務局４名 

   ：議題説明者３名 

：傍聴者：１名 

 

 

会議内容 

１ 市長あいさつ 

２ 正幹事・副幹事あいさつ 

３ 議題 

(1) 代表幹事及び副代表幹事の選出について 

下記のとおり決定した。 

代表幹事  中央地区正幹事 鈴木 修 

副代表幹事 旭地区正幹事  杉浦 光 

(2) 令和５年度環境衛生事業の協力について（環境課） 

正副幹事： アース・スミラブとはどんなものか。 

  説 明 者： 蚊やハエの幼虫の生育を抑制させて、成虫にできなくさせて殺すとい

うもの。 

正副幹事： 新規で欲しいという場合でも大丈夫か。 

  説 明 者： 量の増減だけでなく、新規でやりたいという場合でも連絡をすれば対

応は可能。 

(3) 防災行政無線（移動系）の取扱いについて（通知）（防災課） 

正副幹事： 無線の届く範囲はどれくらいか。 

説 明 者： よっぽど届くと思う。南の端のほうだと届きにくいかもしれない。 
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  正副幹事：これは衛星電話ではないのか。 

  説 明 者：無線。 

  正副幹事：１年間預かるの？ 

  説 明 者：１年間お願いします。 

(4) 交通安全施設について（地域協働課） 

  正副幹事：防犯灯と道路照明灯は要望すれば、新規でも設置してもらえるか。 

  説 明 者：道路照明灯は、原則、新規の設置はしてないが、新しい道路ができたり、

横断歩道が新規に設置等された場合に、別の担当になりますが、設置で

きる場合がある。 

       防犯灯は、要望いただければ、場所等検討していく。 

  正副幹事：カーブミラーの設置は、警察の担当か。 

  説 明 者：標識ではないため、市役所の担当。横断歩道は警察の担当になる。 

(5) 令和５年度碧南市交通安全都市推進協議会地域部会全体会議について 

（地域協働課） 

   正副幹事：これは年１回の会議か。 

   説 明 者：以前は各地区で行っていたものを、市全体で１回行っていまる。ここで

街頭指導等に必要なものも渡す。 

(6) 令和５年度防犯カメラ設置費補助について（地域協働課） 

  正副幹事：防犯カメラを設置すると維持費はかかるのか。 

    説 明 者：維持費に対しては補助金はでない。維持費としては電気代くらいだと思

う。ＳＤカードなどの記憶装置が劣化してくれば、その費用がかかる場

合はあると思う。 

  正副幹事：警察が見せてほしいといってきた場合は区が対応するのか。 

  説 明 者：警察が勝手に見ることはできないため、管理者で対応することになる。 

    正副幹事：以前、設置したものが悪くなって、再設置するという場合でも補助金は

でるのか。 

  説 明 者：前回設置時から、５年以上経過していれば補助可能。だが、予算にも限

りがあるため、優先順位をつけて対応させていただく場合もある。 

(7) 令和５年度地域振興事業補助金について（地域協働課） 
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  正副幹事：町内会に加入している人数はわかるが、加入していない人数は町内会で

わからないため、町内会ごとの未加入者数がわからないため、教えてほ

しい。 

  説 明 者：確認して、連絡する。 

 

(8) 令和５年度区民館等運営事業補助金について（依頼）（地域協働課） 

正副幹事：電気代が１．５倍くらいになっている。昨年と同じ金額だと、とてもじ

ゃないが賄えない。 

説 明 者：おっしゃるとおりだと思う。申請時には、昨年度の実績をそのまま記載

し、予算の範囲内で調整率をかけて、交付する形になる。 

 

４ その他 

 (1) 定例連絡委員幹事会の開催日について（地域協働課） 

 

(2) 連絡委員幹事に委嘱する協議会等の役職について（地域協働課） 

前年からの役職について、別紙資料のとおり決定した。 

今年から割り振られた役職については以下のとおり決定した。 

 【正幹事で割り振りする役職】 

新川地区正幹事 碧南市地域福祉計画推進委員会 

中央地区正幹事 碧南市健康を守る会 

【副幹事で割り振りする役職】 

棚尾地区副幹事 碧南市環境審議会 

旭地区副幹事 碧南市民病院運営審議会 

西端地区副幹事 碧南市スポーツ推進審議会 

 

(3) 連絡委員幹事会委託料について（地域協働課） 

   


